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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の磁界発生素子及び前記複数の磁界発生素子に駆動信号を供給して磁界を発生させ
る駆動信号発生手段を有する駆動ブロックと、
　前記複数の磁界発生素子により発生される磁界を複数の磁界検出素子を用いて検出する
検出ブロックと、
　前記複数の磁界検出素子による検出信号における前記駆動信号の周波数に相当する周波
数成分から、内視鏡の挿入部内に配置された前記複数の磁界発生素子又は前記複数の磁界
検出素子の位置算出を行うことにより、前記挿入部の形状を算出する形状算出ブロックと
、
　を備えた内視鏡形状検出装置において、
　前記駆動信号の周波数を決定する基準クロックの発振周波数を変更可能に設定する周波
数設定手段を有し、かつ
　前記周波数設定手段により設定される発振周波数の基準クロックを前記駆動ブロックに
供給すると共に、前記基準クロックを前記形状算出ブロックにも供給するようにしたこと
を特徴とする内視鏡形状検出装置。
【請求項２】
　前記駆動信号発生手段は、前記基準クロックの入力に対して、予め設定されたパラメー
タ値により決定される周波数の駆動信号を生成し、かつ、前記形状算出ブロックは、前記
パラメータ値を参照することにより、前記駆動信号の周波数に相当する周波数成分の検出
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信号を抽出可能としたことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡形状検出装置。
【請求項３】
　さらに前記複数の磁界発生素子を駆動しない状態でノイズレベルを検出するノイズ検出
手段と、
　前記ノイズ検出手段の検出結果によりノイズレベルが小さい周波数の駆動信号となるよ
うに前記周波数設定手段による前記基準クロックの発振周波数の値を設定する制御を行う
制御手段と、
　を有することを特徴とする請求項１に記載の内視鏡形状検出装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、体腔内等に挿入される内視鏡の挿入形状等を検出して表示する内視鏡形状検
出装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、磁界発生素子と磁界検出素子とを用いて体内等に挿入された内視鏡の形状等を検
出し、表示手段により表示を行う内視鏡形状検出装置が用いられるようになった。　
　例えば、第１の従来例としての特開平８－１０７８７５号公報には、磁界を用いて内視
鏡形状を検出し、検出した内視鏡形状を表示する装置が開示されている。　
　そして、体内に挿入される内視鏡の挿入部内に所定の間隔で配置した複数の磁界発生素
子を駆動してその周囲に磁界を発生させ、体外に配置した磁界検出素子により各磁界発生
素子の３次元位置を検出して、各磁界発生素子を連続的に結ぶ曲線を生成して、モデル化
した挿入部の３次元的な画像を表示手段で表示する。
【０００３】
　術者等はその画像を観察することにより、体内に挿入された挿入部の先端部の位置や挿
入形状等を把握でき、目的とする部位までの挿入作業等を円滑に行えるようにしている。
　上記のように磁界を発生させて形状を検出する場合、精度良く位置検出及び位置検出に
基づく挿入部形状の算出を行うためには、検出位置に影響を与えるようなノイズが少ない
環境で形状検出を行うことが望まれる。特に磁界発生素子を駆動する交流信号の駆動周波
数のノイズ源があると、位置検出の演算結果に大きな影響を及ぼす。　
　このため、第２の従来例としての特開２００３－２４５２４３号公報においては、複数
の磁界発生素子を駆動する交流信号の駆動周波数を選択可能とし、複数の磁界発生素子を
駆動しない駆動停止状態で検出されるノイズの周波数成分をノイズ検出手段により検出し
、検出されたノイズの周波数成分が少ない駆動周波数の交流信号で複数の磁界発生素子を
駆動するようにして、ノイズが少ない環境で位置検出を精度良く行うものを開示している
。　
　このようにすることにより、ノイズの影響を低減して精度の良い内視鏡形状の検出が可
能となる。
【特許文献１】特開平８－１０７８７５号公報
【特許文献２】特開２００３－２４５２４３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　第２の従来例のように、ノイズの影響が少ない駆動周波数で複数の磁界発生素子を駆動
するようにした場合、挿入部内に配置される多数の磁界発生素子を駆動する複数の駆動周
波数帯に設定する作業と共に、磁界検出素子により磁界検出した場合における高速フーリ
エ変換（ＦＦＴ）により分析された周波数分析結果から分離抽出すべき周波数成分を前記
複数の駆動周波数にそれぞれ合わせるように設定する作業を行うことが必要となる。　
　このため、従来例においては、精度良く内視鏡形状の検出を行えることになるものの、
そのためには手間がかかる欠点があった。
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【０００５】
　（発明の目的）
　本発明は、上述した点に鑑みてなされたもので、手間をかけること無く、つまり良好な
操作性で、しかも精度良く内視鏡形状の検出を行える内視鏡形状検出装置を提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、複数の磁界発生素子及び前記複数の磁界発生素子に駆動信号を供給して磁界
を発生させる駆動信号発生手段を有する駆動ブロックと、
　前記複数の磁界発生素子により発生される磁界を複数の磁界検出素子を用いて検出する
検出ブロックと、
　前記複数の磁界検出素子による検出信号における前記駆動信号の周波数に相当する周波
数成分から、内視鏡の挿入部内に配置された前記複数の磁界発生素子又は前記複数の磁界
検出素子の位置算出を行うことにより、前記挿入部の形状を算出する形状算出ブロックと
、
　を備えた内視鏡形状検出装置において、
　前記駆動信号の周波数を決定する基準クロックの発振周波数を変更可能に設定する周波
数設定手段を有し、かつ
　前記周波数設定手段により設定される発振周波数の基準クロックを前記駆動ブロックに
供給すると共に、前記基準クロックを前記形状算出ブロックにも供給するようにしたこと
を特徴とする。　
　上記構成により、ノイズの影響の少ない周波数で駆動信号を駆動する際の周波数の設定
と、形状算出ブロック側での駆動周波数に相当する信号成分を抽出する設定とを基準クロ
ックにより共通して行えるようにして、手間をかけないで済むようにし、かつ精度よく位
置検出等ができるようにしている。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、周波数の変更等の設定を手間をかけないで済むと共に、精度よく位置
検出等ができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下、図面を参照して本発明の実施例を説明する。　
【実施例１】
【０００９】
　図１ないし図５は本発明の実施例１に係り、図１は実施例１を備えた内視鏡システムの
構成を示し、図２はコイルユニットに内蔵されたコイルの配置例を示し、図３は図１にお
ける内視鏡形状検出装置の構成を示し、図４は図３の受信ブロック及び制御ブロックのよ
り詳細な構成を示し、図５は本実施例の動作内容を示す。　
　図１に示すように、内視鏡システム１は、内視鏡検査を行う内視鏡装置２と、内視鏡検
査の補助に用いられる実施例１の内視鏡形状検出装置３とを備え、この内視鏡形状検出装
置３は、ベッド４に横たわる患者５の体腔内に電子内視鏡６の挿入部７を挿入し、内視鏡
検査を行う際の挿入補助手段として使用される。
【００１０】
　電子内視鏡６は、可撓性を有する細長の挿入部７の後端に湾曲操作ノブを設けた操作部
８が形成され、この操作部８からユニバーサルコード９が延出され、ビデオプロセッサ（
またはビデオイメージングシステム）１０に接続されている。　
　この電子内視鏡６は、ライトガイドが挿通されビデオプロセッサ１０内の光源部からの
照明光を伝送し、挿入部７の先端に設けた照明窓から伝送した照明光を出射し、患部等を
照明する。照明された患部等の被写体は照明窓に隣接して設けられた観察窓に取り付けた
対物レンズにより、その結像位置に配置された撮像素子に像を結び、この撮像素子は光電
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変換する。
【００１１】
　光電変換された信号は、ビデオプロセッサ１０内の映像信号処理部により信号処理され
て標準的な映像信号が生成され、ビデオプロセッサ１０に接続された画像観察用モニタ１
１に表示される。　
　この電子内視鏡６には、鉗子チャンネル１２が設けてあり、この鉗子チャンネル１２の
挿入口１２ａから複数個の磁気発生素子としてのソースコイル１４ａ、１４ｂ、…、１４
ｐ（以下、符号１４ｉで代表する）を有するプローブ１５が挿通されることにより、挿入
部７内にソースコイル１４ｉが設置される。　
　このプローブ１５の後端から延出されたソースケーブル１６は、その後端のコネクタ１
６ａが内視鏡形状検出装置３の装置本体としての検出装置２１に着脱自在に接続される。
そして、検出装置２１側から高周波信号伝達手段としてソースケーブル１６を介してソー
スコイル１４ｉに駆動信号を印加することにより、ソースコイル１４ｉは磁界を伴う電磁
波を周囲に放射する。
【００１２】
　また、患者５が横たわるベッド４の付近に配置されるこの検出装置２１には、（センス
）コイルユニット２３が上下方向に移動（昇降）自在に設けられ、このコイルユニット２
３内には複数のセンスコイルが配置されている。　
　より具体的に説明すると、図２に示すように例えば中心のＺ座標が第１のＺ座標である
例えばＸ軸に向いたセンスコイル２２ａ－１、２２ａ－２、２２ａ－３、２２ａ－４と、
中心のＺ座標が第１のＺ座標と異なる第２のＺ座標であるＹ軸に向いたセンスコイル２２
ｂ－１、２２ｂ－２、２２ｂ－３、２２ｂ－４と、中心のＺ座標が第１及び第２のＺ座標
と異なる第３のＺ座標であるＺ軸に向いたセンスコイル２２ｃ－１、２２ｃ－２、２２ｃ
－３、２２ｃ－４の１２個のセンスコイル（以下、符号２２ｊで代表する）が配置されて
いる。
【００１３】
　センスコイル２２ｊは、コイルユニット２３からの図示しないケーブルを介して検出装
置２１に接続されている。この検出装置２１には使用者が装置を操作するための操作パネ
ル２４が設けられている。また、この検出装置２１には検出した内視鏡形状を表示する表
示手段として液晶モニタ２５がその上部に配置されている。　
　内視鏡形状検出装置３は、図３に示すように、プローブ１５内のソースコイル１４ｉを
駆動する駆動ブロック２６と、コイルユニット２３内のセンスコイル２２ｊが受信した信
号を検出する検出ブロック２７と、検出ブロック２７で検出した信号から形状算出等の信
号処理をするホストプロセッサ（形状算出ブロック）２８とから構成される。
【００１４】
　電子内視鏡６の挿入部７に設置される図３に示すプローブ１５には、上述したように、
磁界を生成するための複数個、例えば１６個のソースコイル１４ｉが所定の間隔で配置さ
れている。各ソースコイル１４ｉは、図４に示すように駆動ブロック２６を構成するコイ
ル駆動回路３１ｉによりそれぞれ駆動される。なお、１６個のコイル駆動回路３１ｉをコ
イル駆動回路部３１で示している。　
　図４に示すようにコイル駆動回路部３１は、１６個のソースコイル１４ｉをそれぞれ異
なる周波数の正弦波の駆動信号で駆動できるように、１６個の発振器３２ｉを有する。そ
して、発振器３２ｉからの正弦波をコイル駆動回路３１ｉにより増幅してソースコイル１
４ｉを駆動する。
【００１５】
　この場合、本実施例においては、基準のクロックを発生するクロック発生器３３を有し
、このクロック発生器３３により発生される基準となるクロックを周波数変更回路（或い
は周波数設定回路）３４を介して、その周波数を変更可能にしている。　
　そして、この周波数変更回路３４を介して変更された周波数のクロックを、各発振器３
２ｉに共通に供給し、各発振器３２ｉでは、供給される共通のクロックによりそれぞれ異
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なる周波数ｆｉ（具体的にはｆ１からｆｐ）の正弦波をコイル駆動回路３１ｉに出力する
。
【００１６】
　各発振器３２ｉは、供給されるクロックを基準として、設定されるパラメータ値に応じ
た周波数のデジタル波形の正弦波を出力するダイレクトデジタルシンセサイザ（ＤＤＳと
略記）３５ｉと、このＤＤＳ３５ｉの出力をＤ／Ａ変換するＤ／Ａ変換器３６ｉとから構
成される。　
　各ＤＤＳ３５ｉは、そのクロック入力端に上記共通のクロックが供給され、かつ発振周
波数を決定するパラメータ入力端には、制御回路３７を介して予めそれぞれ異なるパラメ
ータ値で設定されている。そして、各ＤＤＳ３５ｉは、設定されたパラメータ値にそれぞ
れ対応した周波数のデジタルの正弦波を生成し、Ｄ／Ａ変換器３６ｉを介してアナログの
正弦波に変換した後、コイル駆動回路３１ｉに出力する。
【００１７】
　周波数変更回路３４は、例えば制御回路３７を介してホストプロセッサ２８（を構成す
るＣＰＵ４１）による制御下で、周波数変更の動作が制御される。例えば、周波数変更回
路３４は、その内部の周波数設定データがホストプロセッサ２８からの制御信号で変更設
定することができ、そして設定された周波数設定データに対応した周波数のクロックを出
力する。　
　この周波数変更回路３４から出力されるクロックは、上記のように駆動ブロック２６（
のＤＤＳ３５ｉ）と共に、検出ブロック２７のＡ／Ｄ変換器４４ｊ及びホストプロセッサ
２８の位置情報算出するための駆動周波数に相当する周波数成分の分離抽出を行う図４の
ＦＦＴ手段５３ｊ或いは位置情報算出手段５４ｊ、又は図３の（ソフトウェアで周波数成
分の分離抽出処理を行う）ＣＰＵ４１にも供給されるようにしている。
【００１８】
　そして、共通のクロックの変更に応じて実際に駆動される各ソースコイル１４ｉの駆動
信号の周波数が変更された場合にも、その変更に対応した同じ周波数の信号成分の分離抽
出を、駆動ブロック２６側と同期してホストプロセッサ２８側でも簡単に行えるようにし
ていることが特徴となっている。　
　また、分離抽出された周波数成分における距離を算出するために用いられるその位相を
算出する場合においても、駆動側と検出側とで共通のクロックを使用しているので、簡単
に精度良く位相を検出することができ、従って精度の良い距離算出ができる。　
　図３に示すように上記周波数変更回路３４の周波数設定データは、ホストプロセッサ２
８において内視鏡形状の算出処理等を行うＣＰＵ（中央処理ユニット）４１によりＰＩＯ
（パラレル入出力回路）４２を介して制御回路３７に送り、制御回路３７を経て周波数設
定データが変更することができる。そして、この周波数設定データの変更により、共通の
クロックの周波数を変更するのみで、予め設定されているパラメータ値に応じて各発振器
３２ｉの周波数ｆｉをそれぞれ変更できるようにしている。
【００１９】
　一方、コイルユニット２３内の１２個のセンスコイル２２ｊ（この図３及び図４では、
図２の表記法を簡略化して２２ａから２２ｌで示している）は、検出ブロック２７を構成
するセンスコイル信号増幅回路部（単に、増幅回路部と略記）４３に接続されている。
【００２０】
　増幅回路部４３は、図４に示すように１２個のセンスコイル２２ｊにそれぞれ接続され
た１２個の増幅回路４３ｊにより構成されている。　
　センスコイル２２ｊにより検出された検出信号は、増幅回路４３ｊにより増幅された後
、Ａ／Ｄ変換部４４を構成するＡ／Ｄ変換器４４ｊに入力され、Ａ／Ｄ変換されてデジタ
ルの検出信号に変換される。　
　なお、Ａ／Ｄ変換部４４（の各Ａ／Ｄ変換器４４ｊ）には、周波数変更回路３４から出
力されるクロックが供給され、このクロックに同期してＡ／Ｄ変換を行う。
【００２１】
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　Ａ／Ｄ変換部４４の出力データは、ホストプロセッサ２８に入力される。このホストプ
ロセッサ２８は、図３に示すような構成であり、また機能的な構成は図４に示す構成とな
っている。　
　図３に示すように、駆動ブロック２６（の周波数変更回路３４）から出力されるクロッ
クは、ホストプロセッサ２８内の制御信号発生回路４５に供給され、この制御信号発生回
路４５は、このクロックに同期したタイミングの制御信号を発生する。　
　そして、Ａ／Ｄ変換部４４から出力される出力データは、前記クロックに同期した制御
信号発生回路４５からの制御信号よりローカルデータバス４６を介して２ポートメモリ４
７に書き込まれる。
【００２２】
　また、ＣＰＵ４１は、制御信号発生回路４５からの制御信号により２ポートメモリ４７
に書き込まれたデジタルデータを内部バス４８を介して読み出し、メインメモリ４９を用
い、後述するように、デジタルデータに対して周波数分析処理（高速フーリエ変換：ＦＦ
Ｔ）を行う。　
　そして、各ソースコイル１４ｉの駆動周波数に対応する周波数成分の磁界検出情報に分
離抽出し、分離した磁界検出情報の各デジタルデータから電子内視鏡６の挿入部７内に設
けられた各ソースコイル１４ｉの空間位置座標を算出する。　
　本実施例においては、各発振器３２ｉのＤＤＳ３５ｉに設定されるパラメータ値のデー
タは、例えば図３のＣＰＵ４１に内蔵されたメモリ（或いはレジスタ）４１ａに格納され
ている。
【００２３】
　そして、ＣＰＵ４１は、周波数変更回路３４の周波数設定データと、このメモリ４１ａ
からパラメータ値を読み出すことにより、各発振器３２ｉの発振周波数を算出して、上記
各ソースコイル１４ｉが駆動された駆動周波数に対応する周波数成分の磁界検出情報を分
離抽出する。　
　また、ＣＰＵ４１は、算出された位置座標データから電子内視鏡６の挿入部７の挿入状
態を推定し、内視鏡形状画像を形成する表示データを生成し、ビデオＲＡＭ５０に出力す
る。このビデオＲＡＭ５０に書き込まれているデータは、ビデオ信号発生回路５１により
読み出され、アナログのビデオ信号に変換されて液晶モニタ２５へと出力される。液晶モ
ニタ２５は、このアナログのビデオ信号を入力されることにより、表示画面上に電子内視
鏡６の挿入部７の挿入形状の画像が表示される。　
　ＣＰＵ４１において、各ソースコイル１４ｉに対応した磁界検出情報、すなわち、各セ
ンスコイル２２ｊに発生する起電力（正弦波信号の振幅値）と位相情報が算出される。な
お、位相情報は、起電力の極性±を含む。
【００２４】
　図４に示すようにホストプロセッサ２８を機能的な構成で説明すると、Ａ／Ｄ変換部４
４から出力されるデジタルの検出データは、専用回路やプログラムで実現されるＦＦＴ手
段５３ｊに入力され、このＦＦＴ手段５３ｊは、検出データに対して高速で周波数分析処
理を行う。そして、その分析処理結果に対して、各ソースコイル１４ｉの駆動周波数に対
応する周波数成分の磁界検出情報が分離抽出される。　
　つまり、各ＦＦＴ手段５３ｊの検出データは、それぞれ駆動周波数成分毎に分けられて
専用回路やプログラムで実現される位置情報算出手段５４ｊに入力され、各位置情報算出
手段５４ｊは、各センスコイル２２ｊの位置を基準として、検出データの振幅値及び位相
値から各ソースコイル１４ｉの空間位置座標（位置情報）を算出する処理を行う。　
　各位置情報算出手段５４ｊにより算出された位置情報は、専用回路やプログラムで実現
される形状生成手段５５に入力され、この形状生成手段５５は、各ソースコイル１４ｉの
位置情報から補間処理等を行って、挿入部７の形状を生成する処理を行い、表示処理回路
５６に出力する。
【００２５】
　表示処理回路５６は、挿入形状表示手段としての液晶モニタ２５に、算出された挿入部
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７の挿入形状の映像信号を出力し、液晶モニタ２５の表示面には挿入部７の挿入形状（内
視鏡形状）が表示されるようにする。　
　本実施例では、共通のクロックを駆動ブロック２６の各発振器３２ｉに供給すると共に
、ホストプロセッサ２８にも供給するようにしている。そして、このクロックの周波数の
変更により、全ての発振器３２ｉの発振周波数ｆｉを設定されたパラメータ値により、一
意的に変更できるようにすると共に、ホストプロセッサ２８側においても、クロックの値
及びパラメータ値を参照することにより、分離抽出すべき周波数を自動的に算出してソー
スコイル１４ｉの位置算出等を（ユーザが分離抽出すべき周波数の設定を行うことを必要
とすることなく）行えるようにしている。　
　なお、以下に説明するように環境ノイズの測定を行う際には、少なくともソースコイル
１４ｉを駆動しない状態で、検出ブロック２７及びホストプロセッサ２８を動作させるこ
とができるようにしている。
【００２６】
　本実施例による作用を図５を参照して説明する。内視鏡形状検出装置３の電源が投入さ
れて内視鏡形状検出装置３が動作可能な状態に設定されると、最初のステップＳ１におい
て、ＣＰＵ４１は、環境ノイズの測定を開始する。　
　この場合には、ソースコイル１４ｉを駆動しないで、センスコイル２２ｊによりソース
コイル１４ｉを駆動した状態と同様に信号検出、つまり信号が無い状態で信号検出を行う
ので、ノイズレベルの測定を行うことに相当する。この場合、周波数変更回路３４の周波
数設定データを変更して、形状検出に使用可能となる複数組の周波数をスキャンする。　
　そして、このステップＳ１の複数組の駆動周波数における測定結果から、次のステップ
Ｓ２において、ＣＰＵ４１は、駆動周波数帯を算出する。この場合、ステップＳ１の測定
結果において、例えば平均のノイズレベルが最も低くなる周波数帯を駆動周波数帯として
算出する。
【００２７】
　また、ステップＳ３において、ＣＰＵ４１は、この平均のノイズレベルが最も低くなる
周波数帯に対応するクロックが周波数変更回路３４から出力されるように周波数設定デー
タを設定する。そして、次のステップＳ４に示すように、このクロックを各発振器３２ｉ
に供給することにより、各発振器３２ｉは、予め設定されたパラメータ値により、クロッ
クの周波数に対応した値の発振周波数ｆｉでそれぞれ発振する。このステップＳ４の処理
は、図５において括弧で示すように自動的に行われる。　
　つまり、ステップＳ１からステップＳ４までの処理を行うことにより、環境ノイズが最
も少ない周波数で形状検出を行うように周波数変更回路３４から出力されるクロックの設
定が完了して、ステップＳ５の形状検出の動作を開始する。　
　ステップＳ５において、形状検出の動作を開始すると、各ソースコイル１４ｉはそれぞ
れ発振周波数ｆｉの駆動周波数で駆動され、その周囲に交流磁界を発生する。各交流磁界
は、センスコイル２２ｊによりそれ増幅された後、Ａ／Ｄ変換される。
【００２８】
　そして、ステップＳ６に示すようにＡ／Ｄ変換された検出ブロック２７の出力信号は、
ホストプロセッサ２８内の各ＦＦＴ手段５３ｊにより周波数分析処理（ＦＦＴ処理）が行
われる。　
　各センスコイル２２ｊの検出信号に対してＦＦＴ手段５３ｊにより周波数分析された周
波数分析データは、各ソースコイル１４ｉの駆動周波数にそれぞれ一致する周波数成分毎
に各位置情報算出手段５４ｊに分離抽出され、ステップＳ７に示すように、各位置情報算
出手段５４ｊは、各ソースコイル１４ｉの位置データを算出する。　
　上記ＦＦＴ処理及び各ソースコイル１４ｉの駆動周波数にそれぞれ一致する周波数成分
毎に分離抽出する処理は、図３のＣＰＵ４１により行われるが、その際ＣＰＵ４１はメモ
リ４１ａのパラメータ値とクロックの周波数の値から簡単に各ソースコイル１４ｉの駆動
周波数を算出でき、その値にそれぞれ一致する周波数成分を分離抽出することをユーザに
よる設定を必要とすることなく行う。
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【００２９】
　算出された各ソースコイル１４ｉの位置データは、形状生成手段５５に入力され、ステ
ップＳ８に示すように形状生成手段５５は、各ソースコイル１４ｉの位置の間を補間する
等して、各ソースコイル１４ｉが配置されている挿入部７の形状データを生成する。　
　この形状データは、表示処理回路５６に入力され、ステップＳ９に示すように表示処理
回路５６は、挿入部形状を表示する画像を生成し、液晶モニタ２５に出力して、表示画面
に挿入部形状が表示されるようにする。　
　ステップＳ５からステップＳ９は、所定間隔で連続的に繰り返し行われる。このため、
ステップＳ９の処理の後、ステップＳ５に戻り、次の形状検出を開始するような動作とな
る。
【００３０】
　このような動作を行う本実施例によれば、ノイズレベルが低い周波数帯を駆動信号の周
波数に設定するために、その周波数の設定を基準となるクロック自体の周波数で行い、か
つこのクロックを駆動ブロック２６側と形状算出を行うホストプロセッサ２８側に共通に
供給するようにしているので、各部に供給する周波数変更の設定作業を必要としないで位
置算出等に必要な周波数成分の周波数に設定することができ、精度の良い形状算出ができ
る。　
　つまり、本実施例によれば、より簡単な回路構成で、ノイズによる影響の少ない精度の
良い内視鏡形状の検出及び表示ができる。
【実施例２】
【００３１】
　次に図６及び図７を参照して本発明の実施例２を説明する。図６は実施例２の内視鏡形
状検出装置３Ｂの構成を示す。　
　この内視鏡形状検出装置３Ｂは、同期検波を利用して、ソースコイル１４ｉの位置検出
を精度良く行うものである。　
　図６に示す内視鏡形状検出装置３Ｂは、駆動ブロック２６Ｂと、検出ブロック２７Ｂと
、ホストプロセッサ２８Ｂと、液晶モニタ２５とを有する。　
　本実施例における駆動ブロック２６Ｂは、図４に示した駆動ブロック２６において、複
数の発振器３２ａ～３２ｐとコイル駆動回路３１ａ～３１ｐとを１系統のみとし、コイル
駆動回路３１ａの出力信号をマルチプレクサ６１を介して、例えば１６個のソースコイル
１４ｉを順次駆動する構成にしている。なお、マルチプレクサ６１は、制御回路３７から
の切替制御信号により、所定の周期で順次切り替えられる。
【００３２】
　また、本実施例における検出ブロック２７Ｂは、図４の駆動ブロック２６において、増
幅回路４３ｊとＡ／Ｄ変換器４４ｊとの間に同期検波回路６２ｊが設けられた構成となっ
ている。つまり増幅回路部４３とＡ／Ｄ変換部４４との間に、例えば１６個の同期検波回
路６２ｊからなる同期検波回路部６２が設けてある。　
　実施例１では各ソースコイル１４ｉをそれぞれ異なる周波数の駆動信号で駆動していた
が、本実施例では、各ソースコイル１４ｉを例えば１つの周波数ｆの駆動信号で順次駆動
する。但し、本実施例においても、後述するようにノイズレベルを検出して、ノイズレベ
ルが低い周波数をソースコイル１４ｉを駆動する周波数に設定する。つまり、この周波数
ｆは、多数の周波数から選択設定される。
【００３３】
　また、本実施例においても、多数の周波数からノイズの少ない周波数ｆに設定する場合
、周波数変更回路３４により発振器３２ａに供給するクロックの周波数を変更することに
より行うようにしている。また、この周波数変更回路３４から出力されるクロックをホス
トプロセッサ２８Ｂにも供給するようにしている。　
　上記同期検波回路６２ｊには、周波数変更回路３４を介して出力されるクロックが分周
回路６３による分周により、ソースコイル１４ｉが駆動される駆動信号の周波数と同期し
たクロックの参照信号が生成される。そして、この参照信号により、この信号の半周期毎
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に、入力信号を反転させた後、ローパスフィルタを通して出力信号を得る。このようにす
ることにより、参照信号と同じ周波数成分の検波信号を抽出し、異なる周波数成分を減衰
させる。
【００３４】
　このようにして、同期検波回路６２ｊは、増幅回路４３ｊにより増幅されて入力される
入力信号に対して、駆動信号の周波数ｆと一致した同一周波数の信号成分を抽出する。ま
た、この場合の参照信号は、共通のクロックから生成するため、その位相が駆動信号の周
波数ｆと完全に一致した（位相差０）とすることができ、Ｓ／Ｎの良い状態で検波信号を
得ることができる。また、実際にはソースコイル１４ｉとセンスコイル２２ｊとの距離に
応じた位相差が発生し、その位相差に対応した検波信号の出力レベルにより位置情報を得
る。　
　各同期検波回路６２ｊにより同期検波された各信号は、Ａ／Ｄ変換器４４ｊによりデジ
タルデータに変換された後、ホストプロセッサ２８Ｂに入力される。
【００３５】
　このホストプロセッサ２８Ｂは、駆動されたソースコイル１４ｉの位置情報を算出する
位置情報算出手段５４ａと、この位置情報算出手段５４ａにより順次算出された１６個の
ソースコイルの位置情報をメモリなどに格納して同時化された位置情報を生成する同時化
回路６４と、この同時化された位置情報から形状生成の処理を行う形状生成手段５５及び
表示処理回路５６とからなる。図４では１６個の位置情報算出手段５４ｊが設けてあった
が、本実施例では１つの位置情報算出手段５４ａとなっている。　
　本実施例による作用を図７を参照して説明する。本実施例においても、内視鏡形状検出
装置３Ｂの電源が投入されて内視鏡形状検出装置３Ｂの動作が開始すると、図５の場合と
同様に最初のステップＳ１１において、ホストプロセッサ２８における制御手段としての
機能を持つＣＰＵ４１は、環境ノイズの測定を開始する。
【００３６】
　この場合には、ソースコイル１４ｉを駆動しないで、センスコイル２２ｊによりソース
コイル１４ｉを駆動しない無信号状態で信号検出をしてノイズレベルの測定を行う。この
場合、周波数変更回路３４の周波数設定データを変更して、形状検出に使用可能となる複
数の周波数をスキャンする。　
　そして、このステップＳ１１の複数の駆動周波数における測定結果から、次のステップ
Ｓ１２において、ＣＰＵ４１は、駆動周波数を算出する。この場合、ステップＳ１１の測
定結果において、例えば平均のノイズレベルが最も低くなる周波数を駆動周波数として算
出する。
【００３７】
　また、ステップＳ１３において、ＣＰＵ４１は、この平均のノイズレベルが最も低くな
る周波数に対応する基準クロックが周波数変更回路３４から出力されるように周波数設定
データを設定する。そして、次のステップＳ１４に示すようにこのクロックを発振器３２
ａに供給することにより、発振器３２ａは予め設定されたパラメータ値により、ノイズレ
ベルが最も低くなる値の発振周波数ｆで発振する。このステップＳ１４の処理は、図７に
おいて括弧で示すように自動的に行われる。　
　実施例１では、例えば１度にそれぞれ周波数が異なる１６個の周波数を用いる場合での
駆動各周波数帯を算出していたが、本実施例では１つの駆動周波数のみを算出すれば良い
ので、例えば最も環境ノイズが少ない周波数を算出して、その周波数を駆動周波数とする
ことができる。　
　そして、次のステップＳ１５において、形状検出の動作を開始する。
【００３８】
　制御回路３７により、マルチプレクサ６１を介して駆動信号を印加するソースコイル１
４ｉを順次選択し、時分割で各ソースコイル１４ｉを駆動する。このため、ステップＳ１
６において、ソースコイル番号のパラメータｎを１に設定する。具体的には、ＣＰＵ４１
は、制御回路３７を介してマルチプレクサ６１の選択を制御し、ＯＮするソースコイル１
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４ｉを１番目のソースコイル１４ａとする。　
　そして、次のステップＳ１７においてｎ（＝１）番目のソースコイル１４ａを駆動信号
により駆動する。このソースコイル１４ａによる磁界は、１２個のセンスコイル２２ｊに
よりそれぞれ検出され、それぞれ同期検波回路６２ｊを経て同じ周波数成分の信号成分が
抽出されて、位置情報算出手段５４に入力される。
【００３９】
　そして、ステップＳ１８に示すように位置情報算出手段５４は、１２個のセンスコイル
２２ｊによる同期検波したデータからｎ（＝１）番目のソースコイル１４ａの位置を算出
する。そして、次のステップＳ１９において、ｎが（最後の番号）ｐに等しいかの判断を
行う。そして、これに該当しない場合には、ステップＳ２０において、ｎを１加算した値
にして、ステップＳ１７に戻り、ステップＳ１７からＳ２０の処理を繰り返す。　
　そして、ｎがｐに一致した場合には、全てのソースコイル１４ａ～１４Ｐの位置算出が
完了したので、ステップＳ１９からステップＳ２１の処理に進む。　
　このステップＳ２１において形状生成手段５５は、全てのソースコイル１４ａ～１４Ｐ
の位置情報を用い、さらに間を補間するなどしてこれらのソースコイル１４ａ～１４Ｐが
配置された挿入部７の形状を算出する処理を行う。
【００４０】
　そして、次のステップＳ２２において、表示処理回路５６は、挿入部７の形状の画像を
生成し、液晶モニタ２５に挿入部７の形状の画像を表示する。　
　本実施例によれば、クロックの共通化とクロックの周波数の変更手段により、駆動側の
磁界を発生させる周波数設定に伴う、発振手段内のＤＤＳへ設定する値の変更、ホストプ
ロセッサ（形状算出ブロック）側での参照信号の周波数の変更等が不要となり、手間をか
けることなく精度の良い形状検出及び形状表示が簡単にできる。　
　また、発振手段の個数を１つにしたことにより、駆動ブロック側の構成を簡素化するこ
とができる。
【実施例３】
【００４１】
　次に図８を参照して本発明の実施例３を説明する。図８は実施例３の内視鏡形状検出装
置３Ｃにおける駆動ブロック２６Ｂ及びホストプロセッサ２８Ｃ等の構成を示す。　
　この内視鏡形状検出装置３Ｃは、実施例２と同様に同期検波を利用して、ソースコイル
１４ｉの位置検出を精度良く行うものである。　
　本実施例は、実施例２における同期検波回路６２ｊの機能をホストプロセッサ２８Ｃに
より行うようにしたものである。　
　図８に示す内視鏡形状検出装置３Ｃは、駆動ブロック２６Ｂと、検出ブロック２７と、
ホストプロセッサ２８Ｃと、液晶モニタ２５とを有する。　
　本実施例は、実施例２における同期検波回路６２ｊの機能をホストプロセッサ２８Ｃ内
でソフトウェア的に形成している。
【００４２】
　その他の構成は、実施例２と同様の構成である。　
　本実施例における同期検波回路６２ｊは、ホストプロセッサ２８Ｃ内で、以下のように
ソフトウェアで同期検波処理を行う。　
　Ａ／Ｄ変換器４４ｊから入力されるデジタルの信号データは、同期検波回路６２ｊ（を
構成するＣＰＵ４１）に入力される。ＣＰＵ４１は、分周回路６３から出力される参照信
号における半周期においては、入力される信号データをレジスタ或いはメモリに格納し、
その後の半周期に入力される信号データに対しては、その極性を反転させて前記レジスタ
或いはメモリに格納する。　
　その後、これらの信号データに対して平滑化するローパスフィルタ処理する。このロー
パスフィルタ処理した同期検波回路６２ｊの出力データとして位置情報算出手段５４ａに
出力する。
【００４３】
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　その他の作用は実施例２と同様となる。また、本実施例の効果も実施例２の場合とほぼ
同様となる。つまり、クロックの共通化とクロックの周波数の変更手段により、駆動側の
磁界を発生させる周波数設定に伴う、発振手段内のＤＤＳへ設定する値の変更、ホストプ
ロセッサ（形状算出ブロック）側での参照信号の周波数の変更等が不要となり、手間を掛
けることなく精度の良い形状検出及び形状表示が簡単にできる。　
　また、発振手段の個数を１つにしたことにより、駆動ブロック側の構成を簡素化するこ
とができる。　
　なお、実施例１においては、複数のソースコイル１４ｉをそれぞれ異なる周波数で駆動
するように説明したが、実施例１においても時分割でソースコイル１４ｉを駆動するよう
にしても良い。この場合、実施例２或いは実施例３のように１個づつのソースコイル１４
ｉを時分割で駆動しても良いが、複数個ずつを時分割で駆動するようにしても良い。例え
ば、それぞれ異なる８個の周波数を共通の周波数として、８個づつを共通の周波数を用い
て１６個のソースコイルを順次（循環的に）駆動するようにしても良い。
【００４４】
　なお、上述の説明では、ノイズの影響の少ない周波数で形状検出を行うために、基準と
なるクロック自体の周波数を変更して、そのクロックを駆動側の発振手段及び形状算出側
に供給するように説明したが、周波数の変更を行わない共通のクロックを駆動側の発振手
段及び形状算出側に供給し、駆動側発振手段の発振周波数を決定するＤＤＳ３５ｉのパラ
メータ値を変更して駆動側の周波数の変更を行うと共に、このパラメータ値を形状算出側
（の周波数分離抽出手段）にも供給して位置算出等を精度良く行う構成にしても良い。　
　なお、上述した実施例等においては、ソースコイル１４ｉが配置されたプローブ１５を
電子内視鏡６の鉗子チャンネル１２内に配置した場合で説明したが、本発明はこれに限定
されるものでなく、ソースコイル１４ｉを電子内視鏡６の挿入部７内に、その長手方向に
沿って配置した構成にしても良い。つまり、ソースコイル１４ｉを電子内視鏡６の挿入部
７に内蔵した構成にしても良い。
【００４５】
　また、上述した実施例等においては、電子内視鏡６の挿入部７内には、磁界を発生する
ソースコイル１４ｉを配置し、体外にセンスコイル２２ｊを配置する構成で説明したが、
本発明はこれに限定されるものでなく、挿入部７側にセンスコイル２２ｊを配置し、体外
側にソースコイル１４ｉを配置した構成にすることもできる。　
　なお、上述した各実施例を部分的に組み合わせる等して構成される実施例等も本発明に
属する。
【００４６】
［付記］
１．請求項１において、前記駆動信号発生手段は、前記複数の磁界発生素子をそれぞれ異
なる周波数の駆動信号で駆動する。　
２．請求項１において、前記駆動信号発生手段は、前記複数の磁界発生素子を時分割で共
通の周波数の駆動信号で駆動する。　
３．付記１において、前記形状算出ブロックは、前記基準クロックを用いて、入力される
前記検出信号に対して周波数分析を行い、周波数分析結果における前記複数の磁界発生素
子をそれぞれ駆動する周波数に一致する周波数成分を分離抽出する。　
４．付記２において、前記形状算出ブロックは、時分割で前記複数の磁界発生素子駆動す
る共通の周波数と同期した参照信号により、前記検出信号における前記共通の周波数と一
致する周波数成分を同期検波する。　
５．請求項２において、前記駆動信号発生手段は、ダイレクト・デジタル・シンセサイザ
により構成される。
【産業上の利用可能性】
【００４７】
　体腔内等に挿入される内視鏡の挿入部内に複数の磁界発生素子等を配置し、各位置の情
報を算出して挿入形状を、ノイズの影響が少ない周波数を用いて精度良く表示することに
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【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】本発明の実施例１を備えた内視鏡システムの構成を示す概略図。
【図２】コイルユニットに内蔵されたセンスコイルの配置例を基準の座標系で示す図。
【図３】図１における実施例１の内視鏡形状検出装置の構成を示すブロック図。
【図４】図３の受信ブロック及び制御ブロックのより詳細な構成を示すブロック図。
【図５】実施例１の動作内容を示すフローチャート図。
【図６】本発明の実施例１の内視鏡形状検出装置の構成を示すブロック図。
【図７】実施例２の動作内容を示すフローチャート図。
【図８】変形例の内視鏡形状検出装置の構成を示すブロック図。
【符号の説明】
【００４９】
　１…内視鏡システム
　２…内視鏡装置
　３…内視鏡形状検出装置
　４…ベッド
　５…患者
　６…電子内視鏡
　７…挿入部
　１４ａ～１４ｐ（１４ｉ）…ソースコイル
　１５…プローブ
　２１…検出装置
　２２ａ－１～２２ｃ－４（２２ｊ）…センスコイル
　２３…コイルユニット
　２５…液晶モニタ
　２６…駆動ブロック
　２７…検出ブロック
　２８…ホストプロセッサ
　３１ｉ…コイル駆動回路
　３２ｉ…発振器
　３３ｉ…クロック発生器
　３４…周波数変更回路
　３５ｉ…ＤＤＳ
　３６ｉ…Ｄ／Ａ変換器
　３７…制御回路
　４１…ＣＰＵ
　４３…増幅回路
　４４ｊ…Ａ／Ｄ変換器
　５３ｊ…ＦＦＴ手段
　５４ｊ…位置情報算出手段
　５５…形状生成手段
　５６…表示処理回路
　代理人　　弁理士　　伊藤　進
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